
お知らせ 
 

前指定管理者セイカスポーツグループ発行の 

トレーニング室回数券の使用期限について 

 

 

いつもご利用ありがとうございます。 

昨年 10 月より指定管理をセイカスポーツより弊社ダンロップ 

スポーツウェルネスが引き継ぎまして約1年半が経過いたしました。 

つきましては、前指定管理者セイカスポーツ発行の 

トレーニング室回数券の使用期限を 2022 年 2 月 28 日まで 

とさせていただきます。 

お持ちの方は 2 月 28 日までにご使用ください。 

返金対応はいたしかねますので、ご了承ください。 
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